
 
 

令和３年度 フォローアップ研修開催要項 

 

１ 日  時：令和３年９月４日（土）１０：００ ～ １７：００ 

２ 開催方法：オンライン（同時配信または録画配信） 

３ 受講対象者：市民後見人養成講座修了者及び修了者から推薦を受けた一般の方 

４ 定  員：同時配信：１００名（受付先着順） 

       録画配信：定員の制限なし 

５ 受講料：７,０００円（税込）※ 資料代含む 

６ 主  催：一般社団法人地域後見推進センター（地域後見推進プロジェクト） 

７ プログラム編成：東京大学大学院教育学研究科生涯学習論研究室（牧野研究室） 

８ 研修プログラム 

時 間 内   容 

 10:00-10:15 
開 会、 オリエンテーション 
 
地域後見推進センター理事長 遠藤 英嗣 （弁護士） 

1 
10:15-11:30 

(75 分) 

講義１：『人生 100 年社会へのシフト』 

－地域共生社会の実現に向けて－ 
 
◇ 講師:東京大学大学院教育学研究科 教授 牧野 篤 氏 

2 
11:45-12:15 

(30 分) 

講義２：『成年後見制度利用促進の動向』 

－成年後見制度利用促進基本計画の進捗状況－ 
 
◇ 講師:厚生労働省 社会・援護局地域福祉課  

成年後見制度利用促進室 室長 松﨑 俊久 氏 

3 
13:15-14:30 

(75 分) 

講義３：『市民後見活動と意思決定支援』 

－意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン－ 
 
◇ 講師：日本司法支援センター（法テラス） 

本部第一事業部付・事務局長付 常勤弁護士 水島 俊彦 氏 

4 
14:45-16:15 

(90 分) 

講義４：『死後事務の実際』 

－事例から学ぶ、死後事務の留意点と課題－ 
 
◇ 講師：弁護士 富永 忠祐 氏 

5 
16:30-17:00 

(30 分) 

講義５：『成年後見実務の運用上の留意点』 

－地域後見活動の更なる躍進に向けて－ 
 
◇ 講師：地域後見推進センター業務執行理事 岡 武 （弁護士） 

 17:00 閉 会  

 

 



 
 

９ 申込締切：８月２３日（月） 

 

１０ 申込方法：  

・当プロジェクトのホームページの受講申込フォームからお申し込みください。 

￭ URL： https://kouken-pj.org/course/follow-up/ 

・ホームページの受講申込フォームからのお申込みが難しい方につきましては、別紙申込書によ

り，ＦＡＸまたは郵送にてお申込みください。 

 

・受講料のお支払方法等については、メール、ＦＡＸ等にてお知らせいたします。なお、お申し

込み後、1 週間を経過しても当方からの連絡がない場合には、お手数ですがメール等にてお知

らせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域後見推進プロジェクト事務局 
 

〒113-0032 東京都文京区弥生 1-1-1 
東京大学 定量生命化学研究所 7号室 
Tel : 03-5841-0622  Fax:03-5841-0811 

                                                   E-mail : project@kouken-pj.org 

 

 
 
 
 

  



 

 

 

講師紹介（プロフィール） 

 

 <開 会>   

■ 遠藤 英嗣（えんどう えいし）氏 （一般社団法人 地域後見推進センター理事長） 

弁護士。元東京法務局所属公証人（蒲田公証役場）。株式会社野村資産承継研究所研究理事。

日本成年後見法学会常務理事。公証人退官を機に、遠藤家族信託法律事務所を開設。 

国内随一の民事信託の専門家として、既に 100 件を超える民事信託スキームの組成に携わり、

円滑な相続・事業承継の実現に資する民事信託の普及に尽力。 

 

 <講義 １>  

■ 牧野 篤 (まきの あつし) 氏 （地域後見推進プロジェクトリーダー） 

教育学博士。 専門はもともと中国近代教育思想、今はそれに加えて社会教育・生涯学習を担当。

最近では、自治体と一緒になって公民館や生涯学習の共同調査を行ったり、多世代交流型コミュニテ

ィの構築を進めたり、さらには企業と一緒に「ものづくりの社会化」プログラムなどを運営している。 

 

 <講義 ２>  

■ 松﨑 俊久 (まつざき としひさ) 氏  
厚生労働省成年後見制度利用促進室長。全国の取り組み状況を把握し成年後見制度の利用促進

に向けた施策を推し進めている。中核機関の設置、地域連携ネットワークの構築、支援機能の整

備等によって今後の成年後見制度の運用がどのようになるのか。最新の状況や市民後見人に求め

られている役割について情報提供。 

 

 <講義 ３>  

■ 水島 俊彦 (みずしま としひこ) 氏  
弁護士。法テラス常勤弁護士として勤務。法テラス佐渡法律事務所（新潟県）に赴任中、業務

を通じて成年後見人のなり手不足の問題に直面し、佐渡市や新潟県内各地で成年後見の支援業務

に携わった。2014年には１年間英国エセックス大学ヒューマンライツセンターの客員研究員とし

て成年後見制度と意思決定支援に関する研究に従事。その後、法テラス八戸法律事務所、埼玉法

律事務所に赴任し、生活困窮者支援、成年後見案件を中心に関係機関とケース会議を日常的に実

施。本年 3月、法テラス本部に異動。 

 

 <講義 ４>  

■ 富永 忠祐 (とみなが ただひろ) 氏  
弁護士。東京弁護士会副会長、同高齢者・障害者の権利に関する特別委員会委員長、同家族法

部部長等を歴任。日本成年後見法学会常任理事。日本弁護士連合会高齢者・障害者権利支援セン

ター副センター長。一般社団法人成年後見センターペアサポート代表理事。社会福祉士・精神保

健福祉士国家試験委員。平成 11年に事務所を開設し、現在に至るまで、民事・刑事を問わず、

数多くの案件を担当。 

 

 <講義 ５>  

■ 岡 武 (かたおか たけし) 氏 （一般社団法人 地域後見推進センター業務執行理事） 

弁護士。元裁判官。約 26年間紛争解決に携わり、東京家庭裁判所判事部総括(遺産分割専門部)

を最後に退官。現在、千葉法律事務所に所属し、裁判官時代に培った高度な専門的知識で活躍中。

相続法改正を踏まえた遺産分割事件の運用に関する論文、遺産分割の実務書等の執筆であり、著

書「第２版家庭裁判所における成年後見・財産管理」は、全国の家庭裁判所で必読書とされてい

る。 

 



 
 

 

地域後見推進プロジェクト 事務局 行 

      FAX 03-5841-0811 

令和３年度 
  フォローアップ研修 受講申込書 

 
開催日：令和３年９月４日（土） 

 
■ 申 込 者 

ふりがな  

氏 名  

住 所 
〒 

電話番号  FAX 番号  

E-Mail                ＠ 

受講方法 □ 同時配信   □ 録画配信 

修了期 

□ 1 期  □ 2 期  □ 3 期（福井講座、山形講座を含む）    □ 4 期 

□ 5 期  □ 6 期  □ 7 期  □ 8 期  □ 9 期  □ 10 期  □ 11 期 

□ 12 期  □ 13 期 

推薦者名 

(※修了者以

外の場合) 

※修了者以外の方が参加される場合、推薦者名をご記入ください。 

 

 

 

 

 

（注）申込締切：８月２３日（月） 


